
上記第1の1で述べたとおり,労働契約法制わ整備が必要となっている背景

として,近年の就業形態の多様化,経営環襲の急激な変化があるが- これは,

同時に労働者の創造的.専門的能力を発揮できる働き方-の対応を求めるもの

であり,これに対応した労働時間法制の見直しの必要性が指摘されているo

例えば, r規制改革.民間開放推進3か年計画く改定I Jく平成17年3月25日

閣議決定lにおVて虹 r米国のホワイトカラ-エグゼンプション制度を参考に

しつつ.現行裁量労働制の適用対象業務を含め,ホワイトカラ-の従事する業

務の.うち裁量性の高いものについてはl改正後の労働基準法の裁量労働制の施

行状況を踏まえJ r労働者の健康に配慮する措置等を講ずる中で1労働時間規制

の適用を除外することを検討するjく平成17年度中に検討Jとされているo

したがって,労働契約に関する包括的なル-ルの整備を行う際には,併せて

労働者の働き方の多様化に応じた労働時間法制の在り方についても検討を行う

必要がある.

また,俊に労働者の創造的.専門的能力を発揮できる自律的な働き方に対応

した労働時間法制の見直しを行うとすればl労使当事者が業務内容や労働時間

を含めた労働契約の内容を実質的に対等な立場で自主的に決定できるようにす

る必要があり,これを担保する労働契約法制を定めることは不可欠となるもpの

である.
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